










ちょこっとコラム

●職場で「マタハラ」が起こる原因は何だと思いますか？（複数回答・上位４項目）
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66.1男性社員の妊娠・出産への理解不足・協力不足

女性社員の妊娠・出産への理解不足・協力不足

社員同士のコミュニケーション・配慮不足、お互い様の精神不足

フォローする周囲の社員への会社の評価制度整備や
人員増員などのケア不足

連合「第２回マタニティハラスメント（マタハラ）に関する意識調査」平成26年６月

●第一子誕生前育児休業制度利用別　育児休業制度の利用に必要だったこと（上位６項目）
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30.3 職場に男性の育児休業取得に対する理解があれば

休暇が取りやすい職場であれば

上司の理解が得られれば

同僚に迷惑がかかるという後ろめたさがなければ

取得した際の所得保障がもっとあれば

自分が利用できる育児休業制度があれば

47.6 

■育休取得意向無者　　　　■育休取得意向者

内閣府「ワーク・ライフ・バランスに関する個人・企業調査」平成26年５月

神奈川県かながわ労働センター作成「労働相談件数の推移」

男性 女性 件数合計

12,283
11,238 11,022 11,150 10,659

12,955
11,846

11,341 11,834 12,208 12,302

24年度 25年度23年度22年度21年度20年度19年度18年度17年度16年度15年度

かながわ労働センターのご案内

　連合（日本労働組合総連合会）の調査（平成26年６月）によると、回答した女性の４人に１人が「マタハラに
該当する被害を受けたことがある」と答えており、「妊娠したら解雇された」「会社に育児休暇の規定はないと
言われた」「妊娠中に残業や重労働をさせられた」といった被害にあっています。
　職場でマタハラが起こる原因として上位にあがったのが「男性社員の妊娠・出産への理解不足・協力不足」
や「フォローする周囲の社員への会社の評価制度整備や人員増員などのケア不足」「社員同士のコミュニケー
ション・配慮不足、お互い様の精神不足」です。

　学生時代、アルバイトなどで働くことを経験している人も多いかもしれません。その時に労働条件が明示さ
れた書面をもらいましたか? 有給休暇は取れましたか？ お給料の明細書を毎月もらいましたか？
　アルバイトでも、働く条件が明示された書面をもらいましょう。また一定の条件がクリアできれば有給休暇が
ありますし、１日８時間を超えた労働や深夜の労働に対しては、割増しの賃金が支払われなければなりません。
これらはすべて、法律によって定められています。
　このような労働に関する法律は、労働条件についての基準を定めた「労働基準法」以外にも、育児休業や介
護休業に関しては「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」、労働者が労
働条件等について使用者と対等な立場で交渉することを促進する「労働組合法」など、様々あります。
　法律を知ることは、働く自分を守り、働きやすい職場を実現するために役立ちます。

　かながわ労働センターには、毎年、１万件を超える労働相談が寄せられています。もし、労働に関係する法律
知識を持っていたら、大きな問題になる前に解決できたと思われる相談内容もあります。

　内閣府の調査（平成26年５月）によれば、育児休業の取得意向があったが取得しなかった男性は、「職場に
男性の育児休業取得に対する理解があれば」、「休暇がとりやすい職場であれば」、「上司の理解が得られれ
ば」といった職場の理解とともに、「自分が利用できる育児休業制度があれば」取得できると回答しています。

　このように、男性が育児休業を取得して働き続けるには、職場の理解が大変重要です。日頃から職場内のコ
ミュニケーションを高め、困ったことがあれば、早めに相談しやすい上司や同僚、会社の相談室に相談しましょ
う。労働組合や、かながわ労働センター、神奈川労働局雇用均等室でも相談できます。相談することが解決へ
の一歩になります。その際は、何がどのように困っているのか書き出しておくと問題が整理され、相談する時に
役立ちます。

一般的に、働く女性が妊娠・出産を理由に嫌がらせや不利益
な扱いを受けたり、解雇・雇止めされることや、妊娠・出産
にあたって職場で受ける精神的・肉体的なハラスメントをい
います。

マタニティ・ とはハラスメント ？

一般的に、男性社員とはこうあるべきだという先入観により、
上司や同僚が男性社員の育児休業取得や育児のための短時
間勤務などを妨げる行為をいいます。

パタニティ・ とはハラスメント ？

働き始める前に、知っておこう。ワークルール！

●かながわ労働センターホームページ
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7579/

　働くうえで困ったこと、疑問に思ったことがあったら、ひとりで悩まず、気軽に
かながわ労働センターに相談してください。相談は無料で秘密厳守です。
　また、かながわ労働センターでは、随時、労働問題に関するセミナーを開催し
ています。
　他にも、労働に関する資料を提供しています。かながわ労働センターのホーム
ページで見ることができますので、是非ご利用ください。
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県内で開催。事前予約制。女性カウンセラーがお応えします。詳細は以下にお問い合わせください。

●かながわ労働センター　……………………………………………… TEL.045-633-6110㈹

●かながわ労働センター川崎支所　………………　 TEL.044-833-3141㈹（川崎市内開催のみ）

ワーキングマザー両立応援カウンセリング

●一般労働相談窓口　月～金曜日（祝・休日、年末年始を除く）■8：30～17：15（12：00～13：00を除く）
　　かながわ労働センター　……………………………………………………………………………

横浜市中区寿町1-4 かながわ労働プラザ2階　TEL.045-662-6110  
　　かながわ労働センター川崎支所 　…………………………………………………………………

川崎市高津区溝口1-6-12 県高津合同庁舎4階　TEL.044-833-3141㈹

　　かながわ労働センター県央支所 　…………………………………………………………………
厚木市水引2-3-1 県厚木合同庁舎3号館2階　TEL.046-296-7311

　　かながわ労働センター湘南支所　…………………………………………………………………
平塚市西八幡1-3-1 県平塚合同庁舎別館　TEL.0463-22-2711㈹

●日曜労働相談窓口　毎週日曜日（年末年始を除く）■9：00～17：00（12：00～13：00を除く）
　　かながわ労働センター　…………………………………………… TEL.045-633-6110㈹

●夜間労働相談窓口　毎週火曜日（祝・休日、年末年始を除く）■17：15～19：30
　　かながわ労働センター　…………………………………………… TEL.045-662-6110

神奈川県かながわ労働センター労働相談

マザーズハローワーク横浜内相談室　横浜市西区北幸1-11-15横浜STビル16階

●女性職員による労働相談窓口　第1・2・3・5金曜日（祝・休日・年末年始を除く）
 ■8：30～12：00、13：00～17：15　 〔電話相談（面接も可）〕　………　TEL.045-320-0335
●女性弁護士による労働相談窓口　（要予約・面接相談のみ）毎月第4金曜日（祝・休日・年末年始を除く）
 ■13：00～、14：00～、15：00～（各回ごとにひとりずつ）

〔問い合わせ・面接予約受付〕　かながわ労働センター　………　TEL.045-662-6110
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女性のための労働相談

労働相談窓口のご案内


